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嘉島町障がい福祉計画等策定業務委託仕様書 

 

１．委託業務名 

  嘉島町第８期障がい福祉計画・第４期嘉島町障がい児福祉計画策定業務 

 

２．契約期間 

  契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

３．業務目的 

   本業務は、障害者総合支援法第８８条に定める「障害福祉計画」および児童福祉法

第３３条の２０に定める「障害児福祉計画」の一体的な見直し及び策定について、豊

富な情報・経験・知識等を有する専門事業者に委託して行うものである。 

   現状把握のためのアンケート調査及びヒアリングの実施、課題の抽出と分析、事業

量推計と将来の方向性の検討を行い、新たな計画として策定を行う。 

 

４．委託業務内容 

（１）住民アンケート調査 

  ・住民の実態把握のためにアンケート調査を行う。 

  ・対象者：障害者手帳所持者及び障害福祉サービス受給者 600 人程度 

  ・宛名ラベルの作成 

  ・発送用封筒（角 2）及び返信用封筒（角 2）作成 

  ・封入・封緘作業・宛名ラベルの貼り付け 

  ・配布及び回収は郵送法にて行う。なお郵送費用は受託者の負担とする。調査票の返

送先は嘉島町役場福祉課宛てとし、情報管理の観点から受託者は直接福祉課にて回

収された調査票を受け取ること。 

  ・お礼状原案の作成 

・お礼状の印刷・発送 

  ・開封作業・データ入力・自由意見の取りまとめ 

  ・単純集計・クロス集計・結果分析を含む調査報告書の作成 

 

（２）計画策定委員会の運営支援 

・計画策定委員会の会議回数は 3 回を予定している。 

  ・会議開催のための事前協議及び会議資料の作成を行う。 

  ・会議資料については会議開催の１週間前までに委員に送付するため、文字校正を行

い事務局の示す提出納期までに提出すること。 

・制度説明及び調査報告等の事務局支援を行う。 

・会議終了後、会議録（要旨）の作成を行い 1 週間以内に提出すること。 

 

（３）計画書の作成 

  ・統計的把握、上位計画・各種関連計画等の現状把握を行う。 

  ・現行施策の評価・検証を行うため、関係各課に対し調査シートによる現状把握調査

を行う。 

  ・障がい者施策に関わる現状課題について、専門的かつ客観的に把握するため、役場
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等の行政機関や町内に所在する障がい福祉サービス事業所等の福祉や介護等の専

門職に対して、記述式の調査票の配布・回収による調査（課題把握調査）を行う。 

  ・令和８年度末時点における関係法律の改正点をまとめる。また、本業務期間におい

て、法律改正や制度変更の情報を取りまとめ、逐次情報提供を行う。情報提供時は

対象法令名、関係省庁、可決成立年月日、法律概要・制度概要等を分かりやすくま

とめ、本町が把握すべき内容を網羅すること。 

  ・現状分析に基づき、障がい福祉計画・障がい児福祉計画について、各計画原案を作

成する。 

  ・障がい福祉計画については事業量の推計及び分析、見込み事業量確保のための方策

の検討を行う。 

  ・上記のほか、障害者総合支援法第８８条第２項及び同条第３項並びに児童福祉法第

３３条の２０に定める内容を盛り込むものとする。 

  ・計画書の原案作成及び修正後提出の前には必ず文字校正を行うこと。 

 

（４）パブリックコメントの実施支援 

・計画案について嘉島町が実施する住民向けパブリックコメントについて、意見の整

理、回答案の作成、意見に対する対応策の助言等の支援を行う。 

 

（５）成果品 

  ・調査票（データ） 

  ・調査結果報告書（データ） 

  ・計画策定委員会会議録（データ） 

・計画書：Ａ４版、120 頁程度、フルカラー、50 部、データ納品 

※上記データの納品についてはCD-ROMにデータ一式を格納し、1枚提出すること。 

 

（６）打ち合わせ等 

  事務局との打ち合わせ協議において、資料作成、取りまとめを行う。（月 1 回程度） 

 

（７）スケジュール概要（案） 

 

年月 内容 

令和８年６月 ・契約 

・基礎調査 

    ７月 ・計画策定委員会（第１回） 

・アンケート調査 

    ８月 ・関係各課現状把握調査の実施 

・関係団体ヒアリング調査の実施 

    ９月 ・課題把握調査の実施 

・アンケート調査結果の取りまとめ 

・計画策定員会（第２回） 

    10 月  

    11 月 ・計画策定委員会（第２回） 

    12 月  



 

3 

 

令和９年１月 ・パブリックコメントの実施 

・計画策定委員会（第３回） 

    ２月 ・納品 

    ３月  

 

５．その他 

この仕様書に定めのない事項及び事情により仕様内容の変更が必要な場合について

は、双方協議のうえ処理するものとする。 


